
                               独立行政法人日本スポーツ振興センターについて 

 

 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、学校安全の普及充実を図ると共に学校管理下における災

害（負傷・疾病・障害または死亡）に対して必要な医療給付を行なっています。 

 本生徒には、万一の事故に備え、原則、全員加入をお願いしています。 

 

                      

 

 

 

 

 

                                           

 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      

 

                       

 

 

 

 

                      

                       

                      

             

 

                      

学校管理下で負傷し、病院を受診 

兵庫県教育委員会 

⇒ 日本スポーツ振興センター 

請求に必要な書類をお渡ししま

すので、受診された医療機関に

提出し、必要事項を記入してい

ただいてから、保健室にご提出

ください。 

 

日本スポーツ振興センターより

給付額の決定通知が学校に届く

とともに、給付金が学校の窓口

口座に振り込まれます。 

ご指定口座への給付金の振込 

学校管理下の範囲につきましては、保健室にお問い合わせく

ださい。 

 

ご家庭から病院を受診された

場合は速やかに担任または部

顧問に連絡をお願いします。 

 

事故報告書が作成され次第、保健室より医療費の請求に

必要な『医療等の状況』の用紙をお渡しします。 

書類は保健室でとりまとめて、毎月月末にセンターへ請

求手続きを行っています。 

この時点で書類に何らかの不備が見つかれば返送されてき

ますので、給付の決定が、審査をパスするまで１ヶ月単位で

遅れます。 

 

書類に不備がなければ、申請手続きを行った２ヶ月後に学校

に決定通知がきます。 

 

医療費の給付金の受け取りについては、振込手数料がもっと

も安いゆうちょ銀行口座への振り込みとさせていただいて

います。（文書にて口座確認の連絡をします。） 

振込手数料１４６円は、ご家庭負担となりますのでご了承く

ださい。 

ご不明な点があれば、保健室までお問い合わせください。 

★初診から治癒までの医療費総額が、保険診療で 1,500

円以上（医療点数が 500 点以上）の場合が給付対象と

なります。 

担任または部顧問が報告を基に事故報告書を作成します。 

 


